
ＯＤＡの点検と改善 ２００７
～より質の高いＯＤＡを目指して～

平成２０年４月

外務省国際協力局

「点検と改善２００６」以降の進展 今後の取組
凡
例



１．戦略的なＯＤＡの実施のための援助政策の企画・立案

海外経済協力会議によるＯＤＡ戦略の審議

「国際協力に関する有識者会議」による中間報告提出

「国際協力重点方針・地域別重点課題」の策定を開始

国別援助計画策定・改定に係る工程表の改定

分野別政策の発信強化
保健・水の政策スピーチの実施、分野別ポータルサイト、分野別
オンライン・サポートの開設

事業展開計画（ローリング・プラン）の作成を全ＯＤＡ対象
国について開始、プログラム化を推進

「選択と集中」の推進（平成２０年度「国際協力重点
方針」の早期策定）

向こう５年間で国別援助計画対象国を拡大（２３→３５）

国際機関における「日本基金」と外交政策との整合性
確保

案件形成・採択の迅速化
事業展開計画（ローリングプラン）充実とそれを通じた
プログラム化のさらなる推進

新ＪＩＣＡの業務・組織（人事・海外事務所含む）面の検討

新ＪＩＣＡの有償資金協力勘定において、調査等を附帯業
務として実施し開発効果の増大を図るための経費を増額

国際競争力のある援助を実現すべく、新ＪＩＣＡ設立に
向けた体制整備を進める（地域中心の体制づくり、
調査研究機能・発信力強化にも留意）
３援助手法の調査業務を一つの枠組（協力準備調査）
に集約し、迅速化と連携効果の発現に努める

国際機関との政策対話を通じて我が国の政策反映に努
めるとともに、任意拠出金をメリハリをつけて配分

官民連携の推進
援助需要等調査のための官民合同ミッションのアフリカ派遣を支
援、技協事業における成功事例の業務指針化

Ｇ８、ＴＩＣＡＤⅣに向けた全員参加型の政策立案を推進

ＮＧＯからの研修員を外務省で受け入れ

現地における国際機関等との援助協調のための体制
整備を進める

官民連携推進の具体策として、現地ＯＤＡタスクフォー
スへの民間企業関係者の参加を検討し結論を出す

ＮＧＯ連携タスクフォースが取りまとめた提言を着実に
実施

戦略的なＯＤＡの実施体制の整備

新ＪＩＣＡ設立に向けた準備の推進

多様な主体との連携強化による援助の可能性の拡大



ＪＩＣＡの第２期中期目標・中期計画が策定され、ＪＩＣＡ
業務経費に係る包括的な効率化目標を設定（業務経費
について毎年度１．３％程度 等）
随意契約の点検・見直しを実施→競争性のない随意契
約の４７％を一般競争入札等による契約に計画的に移行
ＪＩＣＡ事業・予算の管理強化
コスト審査強化、事業費削減の努力、業務委託契約
見直し、研修員一人当たり経費の削減、旅費の見直し等

包括的な効率化目標を着実に実施

新ＪＩＣＡ設立に向け、業務面の一体化・簡素化、組織
面の一体化（含む海外事務所）、人事・給与制度の
一本化を進め、組織・業務の効率化を図る

海外移住資料館の管理・運営業務、国際協力人材セ
ンターの業務について、平成２１年度から民間競争入
札を実施予定

２．コスト縮減や業務内容の改善を通じた事業の効率化

ＯＤＡコスト総合改善プログラム
ＯＤＡ事業の施設案件について、平成２０～２４年度で平成１９年度の標準的事業と比
較して１５％程度のコスト縮減を目指す

技術協力

円借款の迅速化に係る具体的な取組を公表

ＪＩＣＡが案件形成に関与する案件で案件形成から工事等の契約ま
で７年以上かかっているものについて、期間の半減に向けて努力 等

円借款の制度改善に係る措置の導入

ＳＴＥＰ（ 「本邦技術活用条件」 ）を含む金利の引き下げ、中進国

向けの金利引き下げと供与分野の拡大 等

有償資金協力と関連性を有する各種調査等を新ＪＩＣＡ
の有償資金協力勘定の一部を活用して実施し、案件
形成の効率化・迅速化を追求

有償資金協力

コミュニティ開発支援無償を活用してコスト縮減を実施
→「２００６」の目標の１０件を超える１２件を達成
外部（業者、有識者、ＮＧＯ）の知見を活用したコスト
縮減・効率化の検討
入札期間の延長、事前資格審査の緩和、機材供与契約
の細分化等を通じ、入札における競争性向上に努めた

新ＪＩＣＡの下での新たな制度の整備（迅速な実施決定、
最適な工期・納期決定、残余額の次年度事業充当）

設計変更手続の簡素化、標準契約書式の見直し、
天災等の想定外の事態への対応等に係る検討を進め、
事業参加者拡大に引き続き努める

無償プロセス全体のレビューや新ＪＩＣＡの協力準備
調査の活用等を通じて一層のスピードアップを目指す

無償資金協力



３．チェック体制の拡充と国民理解の促進

平成１９年度において一般プロジェクト無償及び水産無
償全９８案件についてプロジェクト・レベル事後評価を実
施

途上国の評価能力強化の取組（第７回ＯＤＡ評価ワーク
ショップの開催（クアラルンプール））

課題別研修の成果を評価するための「課題別研修第三
者検証委員会」をＪＩＣＡに設置し、コースの改廃に反映さ
せる仕組みを導入

ＯＤＡの基本政策（大綱・中期政策）に基づく実施状況
の検証を実施

外交政策や二国間関係に与えた影響を評価する方法
を検討

プロジェクト・レベル評価を基本的に新ＪＩＣＡに一元化

国際機関を活用した援助の評価の実施

「カントー橋崩落事故再発防止検討会議」にて、今後の円
借款事業に係る案件監理の改善点や同種の事故の再発
防止策を検討

新ＪＩＣＡ設立に向け、不正行為を行った企業等に対す
る措置規程を整理

新ＪＩＣＡの設立を機に、環境社会配慮ガイドラインを一
本化

「グローバル・フェスタ」に企業協賛を呼びかけ、民間企業
の国際協力事業を紹介

民間モニター参加者の高校生枠設定

「開発教育／国際理解教育コンクール」の入賞作品を
開発教育の場で活用する機会を拡大

利用者の目線に立ったＯＤＡホームページの改善

ＯＤＡ広報ＴＶ番組の放送地域を地方にも拡大

ニーズに応じ報道関係者に現地視察の機会を提供

評価

適正なＯＤＡ事業の実施

国民理解の促進



コスト縮減・業務内容の改善を通じた
事業の効率化

（これまでの取組）



技術協力技術協力

平成１８年まで 平成１９年 今後の取組
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ＪＩＣＡの中期目標、中期計画（平成15年より独立行政法人通則法に基づき作成）にお

いて、業務運営の効率化に係る目標を設定→これまでも着実に実施
現地・第三国の設備・人的資源の活用はコスト縮減にもつながる
「コスト縮減」と事業の「質の向上」のバランスに留意する必要あり

ＪＩＣＡの中期目標、中期計画（平成15年より独立行政法人通則法に基づき作成）にお

いて、業務運営の効率化に係る目標を設定→これまでも着実に実施
現地・第三国の設備・人的資源の活用はコスト縮減にもつながる
「コスト縮減」と事業の「質の向上」のバランスに留意する必要あり

第１期中期目標・中期計画（平成15～19年）
・研修員一人あたり滞在費▲5%(▲18%達成)
・調査団一件あたり経費▲10%(▲12%達成)
・長期専門家派遣人数▲10%(▲45%達成)等

第２期中期目標・中期計画（平成19～24年）

業務経費→毎年度１．３％程度効率化
一般管理費→24年度に18年度比年率３％効率化

国家公務員に準じた人件費削減 等

２
０
年
１
０
月

新
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
発
足

効率化目標のほとんどを前倒しで超過達成
⇔但し目標は個別項目について設定

包括的な効率化目標を設定
→着実に実現

中期計画の枠外でも自主的な効率化を
進めた
現地リソースの活用（機材の海外調達比率

の向上（金額ベースで75％以上）、技協プロ

ジェクトにおける現地コンサルタントの参加
（281件増）や現地ＮＧＯとの連携件数（129件
増）の増加）、専門家の住居手当の見直し、シ
ニア海外ボランティアの手当の改訂 など

随意契約の点検・見直し
ＪＩＣＡ事業管理強化
• 研修員受入事業における中期事業計画を策定
ＪＩＣＡ及び関係府省庁の技術協力を含めたコスト

削減・効率化のための工程表を作成

業
務
・
組
織
面
で
効
率
化



無償資金協力無償資金協力

平成１８年まで 平成１９年 今後の取組

入札における競争性向上のための取組（契約の細分化、入札準備期間の延長等）を進めてきている
現地施工段階における現地仕様の設計・現地業者の活用促進を通じたコスト縮減の取組等を進めて
きている

数値目標の導入によるコスト縮減に努めている

入札における競争性向上のための取組（契約の細分化、入札準備期間の延長等）を進めてきている
現地施工段階における現地仕様の設計・現地業者の活用促進を通じたコスト縮減の取組等を進めて
きている

数値目標の導入によるコスト縮減に努めている

平成18年度より「ｺﾐｭﾆﾃｨ開発

支援無償」を導入（現地仕様、現
地業者の積極的活用）。
アフリカの学校建設案件において

３０％のコスト縮減目標を設定（１９年
度の目標達成）。

アフリカ以外の地域においても学
校建設案件について「コミュニティ開
発支援無償」を活用。

給水、道路等の分野にも対象拡大

１９年度には目標案件数（１０件）
を上回る１２件達成

外部有識者の知見を積極的に
活用しコスト縮減・効率化を検討

Ｏ
Ｄ
Ａ
コ
ス
ト
総
合
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善
プ
ロ
グ
ラ
ム

施設案件について、
平成２０年度から５
年間で、平成１９年
度の標準的な事業
と比較して１５％程
度の総合コスト縮
減率を目指す

事業の入札における競争性の向上事業の入札における競争性の向上
平成１５年度より機材供与に関し契約の細分化
平成１６年度より、入札準備期間の延長を実施
平成１８年度より、入札事前資格審査基準の緩和促進

20年10月 新ＪＩＣＡ発足

迅速な実施決定
最適な工期、納期設定
残余額の次年度事業への充当

適正仕様・適正規模の観点で、ＪＩＣＡに
よる積算審査を強化してきている

→今後、事業参加者拡大へ向けた制度整備として、設計変更手続の簡素化、標準契約
書式の見直し、想定できない事態への対応等につき検討



有償資金協力有償資金協力

平成１８年まで 平成１９年 今後の取組

制度上、コスト縮減を通じた事業効率化が図られている
原則、アンタイド化 →良質かつ安価な資機材・サービスを調達
原則、国際競争入札 →最低評価価格者を落札者とする制度＝競争により決定
現地競争入札も認めることにより、広く現地の資源を活用

手続の迅速化・制度改善を進め、事業の効率化を進めている

制度上、コスト縮減を通じた事業効率化が図られている
原則、アンタイド化 →良質かつ安価な資機材・サービスを調達
原則、国際競争入札 →最低評価価格者を落札者とする制度＝競争により決定
現地競争入札も認めることにより、広く現地の資源を活用

手続の迅速化・制度改善を進め、事業の効率化を進めている

円借款の迅速化
に係る検討会立ち
上げ

円借款の迅速化に係る具体的な取組
を公表（６月）
ＪＩＣＡが案件形成に関与する案件で案件

形成から工事等の契約まで７年以上かかっ
ているものについて、期間の半減に向けて
努力 等

世界銀行、アフリカ開発銀行等との
協調融資において手続を調和化
→相手国政府側の取引費用縮減に
努める

１月～ 新規事業について借款契約
の期間延長に際してチャージを課す
→事業効果の早期発現を促す

平成１６年度から標準処理期間
を導入
要請から閣議請議、交換公文締結、

ＪＢＩＣによる借款契約に至るまでを
原則９ヶ月とする

→外務省がプロセス進捗管理

20年10月 新ＪＩＣＡ発足

新ＪＩＣＡの有償資金協
力勘定の一部を活用し
て調査を実施
→案件形成の効率化・
迅速化を追求
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施設案件（※）につ
いて、平成２０年度
から５年間で、平
成１９年度の標準
的な事業と比較し
て１５％程度の総
合コスト縮減率を
目指す

※新ＪＩＣＡが案件形成段階でF/S作
成に関与する事業が対象




